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       ● パソコン講習会のご案内 ●   
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 TEL 45- 2210  

 

リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成２５年度は３９件

の相談がありました。）          

        次回相談予定日  平成２６年８月１日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

   

■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 

Ｅｘｃｅｌ（エクセル） 
 

 

 日 時： ８月１９日（火） 13:30～16:30 

 場 所： 伊賀市商工会館 ２階研修室 

 対   象： 初級者・中級者（文字入力ができる方） 

 定 員： １０名（先着順） 

 講 師： PCオフィス ドルフィン 安川俊哉 氏 

 受講料： 無 料 

 内 容： Excelの基本操作  

      顧客管理表の作成 

Ｗｏｒｄ（ワード） 
   

 日 時： ８月２０日（水） 13:30～16:30 

 場 所： 伊賀市商工会館 ２階研修室 

 対   象： 初級者・中級者（文字入力ができる方） 

 定 員： １０名（先着順） 

 講 師： PCオフィス ドルフィン 安川俊哉 氏 

 受講料： 無 料 

 内 容： Wordの基本操作 

      はがきダイレクトメールの作成 

      Excel顧客管理表からの差込印刷 

※ どちらの講習会もパソコンは商工会で準備しますが、USBメモリをご持参ください。講師２名でサポートします   

  ので、この機会に是非受講ください。  お申し込みは本所（電話：４５－２２１０）まで。 
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      次回の 会員一斉訪問実施予定日は ８月４日（月） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２６年７月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．４０％～２．８０％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．４５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

 

 

記帳継続指導個別相談会のご案内  

  商工会では、日常の記帳から所得税確定申告まで年間を通して記帳継続指導を行っております。また、所得税の源 

泉事務や簡易な税務相談も併せて行っております。特にパソコンを利用した記帳処理をはじめ記帳でお悩みの方はお

気軽にご相談の上記帳継続指導をお申し込みください。 

お申し込みをいただいた事業所を対象に、平成２６年度の税理士による個別相談会を下記のとおり実施します。 

記帳や税務に係るご相談がございましたら所属支所までご連絡ください。 
 

 
 

      

        
            

    
             

        
         

         

   
          

           

   
         

         

     
         

         

中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業【２次公募】 

募集期間：平成26年7月1日(火)～平成26年8月11日(月)  当日消印有効 
 

（目  的） 本事業は中小企業・小規模事業者が取り組む、試作品・新サービス開発、設備投資等による 

       新しいチャレンジを支援するものです。 

（対  象） 中小企業及び小規模事業者 

（補 助 率） 補助対象経費の２／３以内 

（補助金上限・下限） 

       ・成長分野型    補助金上限１,５００万円 下限１００万円（設備投資が必要）  

       ・一般型      補助金上限１,０００万円 下限１００万円（設備投資が必要） 

       ・小規模事業者型  補助金上限  ７００万円 下限１００万円（設備投資は不可） 

       ※それぞれ「ものづくり技術」と「革新的サービス」の２種類があります。 

（補助対象経費） 

       ①原材料費  ②機械装置費  ③直接人件費  ④技術導入費  ⑤外注加工費  ⑥委託費 

       ⑦知的財産権等関連費  ⑧運搬費  ⑨専門家謝金  ⑩専門家旅費  ⑪雑役務費 

（提出先・問合せ先） 

       三重県中小企業団体中央会  電話：０５９－２２８－５１９５ 
  

 ※本事業は認定支援機関（伊賀市商工会）による競争力強化についての確認書が必要となりますので、 

  伊賀市商工会本所または各支所へご相談ください。 


